
市内小中学校等の再編について

須賀川市教育委員会
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●本市では、様々な社会変化に対応する「効果的かつ効率的な行財政経営」を確立するた

めに、本市が取り組むべき行財政改革の方向性を示すものとして、令和６年４月に「須賀

川市行財政改革取組方針」を策定しました。

今般策定する「集中改革プラン」は、早期に財政効果の発現が見込める歳入や歳出の見直

しに集中的に取り組むための事項を洗い出し、本方針を具現化するものです。

計画期間は３年間（令和７年度～令和９年度）としますが、直ちに取組可能な事項につい

ては、令和６年度から前倒しで取り組むものとします。

❶ 集中改革プランの位置付け

区分 R6 R7 R8 R9 R10

行財政改革取組方針

集中改革プラン

《Ｒ６～Ｒ１０年度》

《Ｒ７～Ｒ９年度》

前倒しによる取組期間
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❷ 計画目標

Ⅰ 経常収支比率の改善（95％以下）

Ⅱ 財政調整基金残高の確保（標準財政規模の約5％の9億円）

●以下の２つの計画目標を設定し、持続可能な財政基盤の確立を目指します。

集中改革プラン期間の終了後は
行財政改革取組方針に基づく取組みを継続
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●須賀川市行財政改革取組方針に掲げる取組事項に対応する取組項目を定めます。

❸ 取組項目の体系図

重点目標２ 持続可能な財政基盤の確立

●予算編成に係る業務プロセスの見直し ●補助金の見直し
●使用料・手数料等の見直し ●市の債権（市税及びその他の債権）の収納率の向上

●ふるさと納税等の戦略的拡大 ●広告料収入の確保
●ネーミングライツ収入の確保 ●公有財産の有効活用

取組事項１ 健全な財政運営の推進

取組事項２ 税外収入の確保・拡大

重点目標１ 効果的・効率的な行政経営の推進

●費用対効果の視点からの見直し
●市民ニーズ・行政関与の必要性の視点からの見直し
●目的達成度の視点からの見直し ●事務事業の見直しによる職員数の適正化

●公共施設の現状確認と整理 ●民間活力の導入検討
●運営方法（休館日及び開館時間）の見直し ●包括管理業務委託の導入

取組事項１ 事務事業の見直し

取組事項２
公共施設マネジメント
の推進
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公共施設の統廃合等に係る施設の選定方法

・建築年数の古い施設を選定する

・維持管理コストが高い施設を選定する

・個別施設計画を参考に、再編時期が短期の施設を中心に選定する

・人口減少の社会情勢を踏まえ、小中学校等を選定する

・施設カルテの費用対効果及び費用対効果と施設性能とのクロス評価結果を参考とする

・環境に配慮した公共施設の効率的運営検討委員会（令和5-6年：環境課）の調査結果資料を参考
とする
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施設分類の考え方

（Ⅰ）施設規模や機能の適正化を図るもの … １３施設

（Ⅱ）老朽化から廃止するもの … ２施設

（Ⅲ）小中学校等を適正に配置するもの … １７施設

①施設の配置・維持保全等の見直し

②公共施設の管理運営方法の見直し

（Ⅳ）開館時間の短縮や開館日を見直すもの … ５施設

③公有財産の有効活用

（Ⅴ）民間活用の可能性を調査するもの … ８施設

合計 ４５施設
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公共施設マネジメントの素案（対象施設）

No 対象施設等 No 対象施設等
1 長沼図書館 1 市役所本庁舎
2 岩瀬図書館 2 市民交流センター
3 ふれあいセンター 3 桙衝センター
4 労働福祉会館 4 風流のはじめ館
5 須賀川駅前自転車等駐車場 5 特撮アーカイブセンター
6 博物館
7 歴史民俗資料館
8 フラワーセンター No 対象施設等
9 須賀川市保健センター 1 市民温泉
10 コミュニティセンター 2 デイサービスセンター
11 長沼保健センター（長沼市民サービスセンター） 3 須賀川市老人福祉センター
12 岩瀬市民サービスセンター庁舎 4 市民交流センター ※再掲
13 旧いわせ老人福祉センター 5 文化センター

6 円谷英二ミュージアム
7 ふくしま森の科学体験センター

No 対象施設等 8 市民の森
1 自転車等収納小屋
2 大東小学校上小山田分校

No 対象施設等
1 西袋第一小学校
2 西袋第二小学校
3 小塩江小学校
4 大森小学校
5 長沼小学校
6 長沼東小学校
7 白方小学校
8 白江小学校
9 小塩江中学校
10 西袋二小児童クラブ館
11 小塩江児童クラブ館
12 大森小児童クラブ館
13 日高見児童クラブ館
14 かしまの森児童クラブ館
15 白江児童クラブ館
16 白方児童クラブ館
17 ぼたん児童クラブ館分館

（Ⅰ）施設規模や機能の適正化を図るもの……１３施設

（Ⅱ）老朽化から廃止するもの……………………２施設

（Ⅲ）小中学校等を適正に配置するもの………１７施設

（Ⅳ）開館時間の短縮や開館日を見直すもの……５施設

（Ⅴ）民間活用の可能性を調査するもの…………８施設

合計 ４５施設
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※ 小中学校等を適正に配置するもの

所管課 対象施設等 取組事項 現在（これまで）の
取組内容

今後の取組（検
討）内容

備考

教育委員会
事務局
教育総務課
学校教育課

西袋第一小学校 統合の可能性を
検討

・保護者を対象とした
学校の在り方に関する
アンケートを実施

・学校評議員や
PTA役員などとの
意見交換

西袋第二小学校 統合の可能性を
検討

・保護者を対象とした
学校の在り方に関する
アンケートを実施

・学校評議員や
PTA役員などとの
意見交換

小塩江小学校 統合の可能性を
検討

・保護者を対象とした
学校の在り方に関する
アンケートを実施

・学校評議員や
PTA役員などとの
意見交換

大森小学校 統合の可能性を
検討

・保護者を対象とした
学校の在り方に関する
アンケートを実施

・学校評議員や
PTA役員などとの
意見交換
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※ 小中学校等を適正に配置するもの

所管課 対象施設等 取組事項 現在（これまで）の
取組内容

今後の取組（検
討）内容

備考

教育委員会
事務局
教育総務課
学校教育課

長沼小学校 義務教育学校と
して整備

・保護者を対象とした
学校の在り方に関する
アンケートを実施
・学校評議員やPTA役
員、地域住民、保護者
などを対象とした説明
会を開催

・学校評議員や
PTA役員、地域住
民などの代表者で
構成される検討委
員会または学校運
営協議会を設置

長沼東小学校 義務教育学校と
して整備

・保護者を対象とした
学校の在り方に関する
アンケートを実施
・学校評議員やPTA役
員、地域住民、保護者
などを対象とした説明
会を開催

・学校評議員や
PTA役員、地域住
民などの代表者で
構成される検討委
員会または学校運
営協議会を設置
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※ 小中学校等を適正に配置するもの

所管課 対象施設等 取組事項 現在（これまで）の
取組内容

今後の取組（検
討）内容

備考

教育委員会
事務局
教育総務課
学校教育課

白方小学校 義務教育学校と
して統合の可能
性を検討

・保護者を対象とした
学校の在り方に関する
アンケートを実施

・学校評議員や
PTA役員などとの
意見交換

白江小学校 義務教育学校と
して統合の可能
性を検討

・保護者を対象とした
学校の在り方に関する
アンケートを実施

・学校評議員や
PTA役員などとの
意見交換

小塩江中学校 統合の可能性を
検討

・保護者を対象とした
学校の在り方に関する
アンケートを実施

・学校評議員や
PTA役員などとの
意見交換

教育委員会
事務局
こども課

西袋二小児童ク
ラブ館

学校統廃合に合
わせ統合の可能
性を検討

・保護者を対象とした
学校の在り方に関する
アンケートを実施

・学校の統廃合に
合わせ検討

- 10 -



※ 小中学校等を適正に配置するもの

所管課 対象施設等 取組事項 現在（これまで）の
取組内容

今後の取組（検
討）内容

備考

教育委員会
事務局
こども課

小塩江児童クラ
ブ館

学校統廃合に合
わせ統合の可能
性を検討

・保護者を対象とした学
校の在り方に関するアン
ケートを実施

・学校の統廃合に
合わせ検討

大森小児童クラ
ブ館

学校統廃合に合
わせ統合の可能
性を検討

・保護者を対象とした学
校の在り方に関するアン
ケートを実施

・学校の統廃合に
合わせ検討

日高見児童クラ
ブ館

学校統廃合に合
わせ統合の可能
性を検討

・保護者を対象とした学
校の在り方に関するアン
ケートを実施
・学校評議員やPTA役員、
地域住民、保護者などを
対象とした説明会を開催

・学校の統廃合に
合わせ検討
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※ 小中学校等を適正に配置するもの

所管課 対象施設等 取組事項 現在（これまで）の取組内容 今後の取組（検
討）内容

備考

教育委員会
事務局
こども課

かしまの森児童
クラブ館

学校統廃合に
合わせ統合の
可能性を検討

・保護者を対象とした学校の在
り方に関するアンケートを実施
・学校評議員やPTA役員、地域
住民、保護者などを対象とした
説明会を開催

・学校の統廃合
に合わせ検討

白江児童クラブ
館

学校統廃合に
合わせ統合の
可能性を検討

・保護者を対象とした学校の在
り方に関するアンケートを実施

・学校の統廃合
に合わせ検討

白方児童クラブ
館

学校統廃合に
合わせ統合の
可能性を検討

・保護者を対象とした学校の在
り方に関するアンケートを実施

・学校の統廃合
に合わせ検討

ぼたん児童クラ
ブ館分館

ぼたん児童ク
ラブ館本館へ
の集約を検討

・本館への移転について第三小
学校と協議

・本館への移転
について引き続
き協議
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※ 老朽化から廃止するもの

所管課 対象施設等 取組事項 現在（これまで）の
取組内容

今後の取組（検
討）内容

備考

教育委員会
事務局
教育総務課
学校教育課

大東小学校上小
山田分校

廃校に向けた手
続きを検討

・区役員などとの
意見交換

・区役員などとの
意見交換
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